
 

 

 

 

 

第 100 号議案 品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部 

       を改正する条例 

第 101 号議案 品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例 

第 102 号議案 品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の 

       勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

第 103 号議案 品川区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

品川区特別職報酬等審議会の答申のとおり、区議会議員の議員報酬の額、期末手当の支給

月数ならびに区長、副区長および教育長の給料の額、期末手当の支給月数を改定する。  

また、常勤監査委員の給料の額、期末手当の支給月数についても改定する。 
 

２ 改正の内容 

（１）議員報酬および給料額の改定について 

  現行月額(A)  改定月額(B) 増加額(B-A) 

区
議
会
議
員 

議長 921,000 円 928,000 円 ＋7,000 円 

副議長 786,000 円 792,000 円 ＋6,000 円 

委員長 651,000 円 656,000 円 ＋5,000 円 

副委員長 626,000 円 631,000 円 ＋5,000 円 

議員 604,000 円 609,000 円 ＋5,000 円 

      区長 1,143,000 円 1,152,000 円 ＋9,000 円 

  副区長 919,000 円 926,000 円 ＋7,000 円 

  教育長 799,000 円 805,000 円 ＋6,000 円 

  常勤監査委員 679,000 円 684,000 円 ＋5,000 円 

   ※増加率は、0.8％とし、算定後の月額の1,000円未満を四捨五入したものを改定額とする。 

（２）期末手当の改定について 

 現 行 令和６年度 令和７年度以降 

６月期 1.79 月 1.79 月 1.865 月(＋0.075) 

１２月期 1.79 月 1.94 月(+0.15) 1.865 月(＋0.075) 

合 計 3.58 月 3.73 月(+0.15) 3.73 月(＋0.15) 
 

３ 施行日 

  令和６年 12月１日 

 （ただし、期末手当の改定に関する規定のうち、令和７年度以降の支給月数に係る各期別 

 の割振りに関する規定は令和７年４月１日から施行） 

総 務 委 員 会 資 料 

令和 6 年 11 月 26 日 

区 長 室 総 務 課 
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品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

○品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

新 旧 

第２条 議会の議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員の

議員報酬の月額は、次のとおりとする。 

第２条 議会の議長、副議長、委員会委員長、委員会副委員長および議員の

議員報酬の月額は、次のとおりとする。 

議長 928,000円 議長 921,000円 

副議長 792,000円 副議長 786,000円 

委員会委員長 656,000円 委員会委員長 651,000円 

委員会副委員長 631,000円 委員会副委員長 626,000円 

議員 609,000円 議員 604,000円 

  

付 則  

この条例は、令和６年12月１日から施行する。  
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品川区長および副区長の給与および旅費条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

○品川区長および副区長の給与および旅費条例 

【第１条による改正（給料および期末手当引上げ改定）】 

新 旧 

（給料の額） （給料の額） 

第２条 区長および副区長の給料月額は、次のとおりとする。 第２条 区長および副区長の給料月額は、次のとおりとする。 

区長 1,152,000円 区長 1,143,000円 

副区長 926,000円 副区長 919,000円 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 （第１項省略） 第６条 （第１項省略） 

２ 支給月数は、６月に支給する期末手当においては100分の179、12月に支

給する期末手当においては100分の194とする。 

２ 支給月数は、６月および12月に支給する期末手当においては100分の179

とする。 

（第３項省略） （第３項省略） 

 
【第２条による改正（令和７年度以降の期末手当の各期別割振り改定）】 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 （第１項省略） 第６条 （第１項省略） 

２ 支給月数は、６月および12月に支給する期末手当においては100分の

186.5とする。 

２ 支給月数は、６月に支給する期末手当においては100分の179、12月に支

給する期末手当においては100分の194とする。 

（第３項省略） （第３項省略） 

 
【改正付則】 

新 旧 

   付 則  

この条例は、令和６年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和７年４月１日から施行する。 
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品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

○品川区教育委員会教育長の給与および旅費ならびに勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

【第１条による改正（給料および期末手当引上げ改定）】 

新 旧 

（給料の額） （給料の額） 

第２条 教育長の給料額は、月額805,000円とする。 第２条 教育長の給料額は、月額799,000円とする。 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、６月に支給する場合に

おいては100分の179、12月に支給する場合においては100分の194を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。 

第６条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、６月および12月に支給

する場合においては100分の179を乗じて得た額に、規則で定める支給割合

を乗じて得た額とする。 

(１) 第２条に規定する給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合

計額 

(１) 第２条に規定する給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合

計額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 

(３) 第２条に規定する給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 第２条に規定する給料月額に100分の25を乗じて得た額 

（第２項省略） （第２項省略） 

 
【第２条による改正（令和７年度以降の期末手当の各期別割振り改定）】 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、６月および12月に支給

する場合においては100分の186.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割

合を乗じて得た額とする。 

第６条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、６月に支給する場合に

おいては100分の179、12月に支給する場合においては100分の194を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。 

(１) 第２条に規定する給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合

計額 

(１) 第２条に規定する給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合

計額 

(２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 (２) 前号の額に100分の20を乗じて得た額 

(３) 第２条に規定する給料月額に100分の25を乗じて得た額 (３) 第２条に規定する給料月額に100分の25を乗じて得た額 

（第２項省略） （第２項省略） 
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【改正付則】 

新 旧 

   付 則  

この条例は、令和６年12月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

令和７年４月１日から施行する。 
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品川区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

○品川区監査委員の給与等に関する条例 

新 旧 

（給料および報酬） （給料および報酬） 

第２条 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その

他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任された監査委員

（以下「識見監査委員」という。）で常勤のもの（代表監査委員となった

場合を含む。）の給料月額は、684,000円とする。 

第２条 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その

他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任された監査委員

（以下「識見監査委員」という。）で常勤のもの（代表監査委員となった

場合を含む。）の給料月額は、679,000円とする。 

（第２項および第３項省略） （第２項および第３項省略） 

  

   付 則  

 この条例は、令和６年12月１日から施行する。  
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